
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家畜衛生だより 
 

 
  
 ４月下旬から５月上旬にかけて大型連休を迎えるにあたり、人や物の移

動が盛んになるため、近隣諸国からの口蹄疫等の病原体の侵入リスクが

高まります。このため、御自身を含め畜産関係者の口蹄疫等が発生して

いる国への渡航を自粛するほか、以下の項目について、再度確認・徹底

をお願いします。 

 

 

 

 ・関係者以外の立入を制限   

 ・物品、車両の消毒を徹底 

 ・踏込消毒槽による靴底消毒、長靴交換の実施 

 
 

 

  

 下記の症状が確認されましたら、家畜保健衛生所まで通報してください。 
  

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※日本近隣諸国の口蹄疫発生情報は裏面をご参照ください。 

平成３１年４月発行 No.３１-２（緬山羊） 

埼玉県川越家畜保健衛生所 
電 話：049-225-4141 

F A X：049-226-9653 

緊急携帯：09０-7191-3473 
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（夜間、土日祝日は緊急携帯に転送） 

１．衛生管理区域への病原体の持込み防止 

２．特定症状を発見次第、家畜保健衛生所に通報 

口蹄疫の特定症状とは 

・【39℃以上の発熱】及び【泡状のよだれ､跛行､起立不能､乳量の大幅な低下や泌乳停止】  

 があり【口腔･唇･鼻･蹄部･乳房などに水疱･びらん･潰瘍がある】 

・畜房（単飼は同一畜舎）内の複数畜に【口腔･唇･鼻･蹄部･乳房等に水疱･びらん･潰瘍】 

・畜房内の半分以上（単飼では隣接畜房内の複数）の哺乳畜が 2 日以内に死亡 

写真引用 農研機構 

牛の口唇のびらん（矢頭、ウイルス接種７日後） 山羊の舌の水疱（矢頭、ウイルス接種した牛と６日同居） 

写真引用 農研機構 
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